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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年１２月２日（月）午前　９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時５８分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 南野直司  副委員長 大澤千恵子 委　　員 森西　　正

委　　員 東　久美子 委　　員 中川嘉彦  委　　員 山崎雅数

委　　員 嶋野浩一朗

議　　長 村上英明  副 議 長 野原　　修

議　　員 上村高義

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝 総務部長　有山　泉

１．出席した議会事務局職員

事務局長　寺本敏彦　　同局局次長　藤井智哉　　同局総括主査　湯原正治

同局主査　田村信也　　同局書記　長澤佳子　　　同局書記　井上智之

１．案件

・平成２５年第４回定例会審議日程及び議事日程について

・平成２４年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前９時５９分　開会）

○南野直司委員長　おはようございます。

ただいまから議会運営委員会を開会いた

します。

　まず理事者から挨拶を受けます。

　副市長。

○小野副市長　おはようございます。

　本日、議会運営委員会を開催いただき

まして、ありがとうございます。

　１２月４日から開催予定の平成２５年

第４回定例会に向けまして、報告案件２

件、予算案件６件、条例案件７件、その

他案件２０件の計３５件の議案案件を予

定いたしましております。

　案件の内容につきましては、総務部長

より説明をさせますので、よろしくお願

い申し上げます。

○南野直司委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、山崎委

員を指名いたします。

　それでは、第４回定例会の提出議案に

ついて、概略説明をお願いします。

　総務部長。

○有山総務部長　それでは、平成２５年

第４回摂津市議会定例会、提出案件の概

略説明をさせていただきます。

　まず、報告第１１号は、平成２５年度

摂津市一般会計補正予算（第４号）専決

処分報告の件であります。

　既定の予算額に補正額５，７８０万円

を追加し、補正後予算額を３３６億２，

９６９万４，０００円とするものでござ

います。

　内容は、歳入では、財政調整基金繰入

金５，７８０万円の補正予算額を計上い

たしております。

　歳出では、徴税費で、過誤納還付金の

補正予算額を計上いたしております。

　これは、本市に拠点を有する法人が、

国税庁を通じて、中華人民共和国を相手

国とする租税条約に基づく申し立てにつ

いて、平成２５年３月１１日に相互協議

の合意が行われたことにより、本市内企

業の平成１６年、１７年事業年度の所得

金額と、法人税額が更正されたことに伴

うもので、還付加算金を含め、還付額５，

７８０万円を、平成２５年１１月１２日

専決処分したものです。

　報告第１２号は、訴えの提起専決処分

報告の件であります。

　本件は、本市が吹田簡易裁判所へ支払

督促の申し立てを行った水洗便所改造資

金貸付金返還請求につきまして、債務者

から督促異議の申し立てがあり、民事訴

訟法第３９５条の規定により、支払督促

の申し立ての日にさかのぼって、訴えの

提起があったものとみなされ、専決処分

事項の指定についての議決、第２号の規

定により専決処分したもので、地方自治

法第１８０条第２項の規定により、報告

するものでございます。

　申し立ての相手方は、報告第１２号に

記載されているとおりです。請求額６万

３，３００円は返還請求額、申立費用３，

４８０円は、本市が用意した手続費用。

支払督促申立日、平成２５年１１月５日、

異議申立日、平成２５年１１月２０日、

訴えの提起の専決処分の日、平成２５年

１１月２１日でございます。

　議案第６０号から、議案第６５号まで

は、各会計の補正予算でございます。

　まず、議案第６０号、平成２５年度摂

津市一般会計補正予算（第５号）でござ

いますが、既定の予算額に、補正額２億

９，６４１万４，０００円を追加し、補

正後予算額を３３９億２，６１０万８，

０００円とするものでございます。

　その主な内容は、歳入では、国庫支出

金、障害児通所支援等負担金１，８００

万円、府支出金で障害児通所支援等負担
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金９００万円、諸収入で、鉄道運輸機構

負担金１，５００万円など増額し、市債

でコンピューターシステム新規事業構築

事業債２，０４０万円、ＪＲ千里丘駅エ

レベーター設置事業債２，２５０万円を

増額しております。

　また、繰入金財政調整基金で、補正財

源の調整を行っております。

　歳出の主なものは、人件費で給与３．

８％減額のほか、採用と退職の差、会計

間異動に伴う金額、減債基金積立金、国

民健康保険特別会計繰出金で減額補正す

るもののほか、東日本大震災被災地への

義援金を、市交際費で計上し、後期高齢

者医療特別会計繰出金、障害児通所給付

費、障害福祉費や、生活保護費で過年度

分国庫府費返還金、正雀終末処理場整備

負担金、公共下水道事業特別会計繰出金、

ＪＲ千里丘駅エレベーター設置負担金や

補助金など、緊急を要する事業の補正を

行うものです。

　ＪＲ千里丘駅エレベーター設置事業で、

繰越明許の設定をさせていただいており

ます。

　また、長期継続契約を予定しておりま

すごみ収集処理事業、ごみ処理施設維持

管理事業の債務負担行為の補正を追加し

ております。

　コンピューターシステム新規構築事業、

ＪＲ千里丘駅エレベーター設置事業で、

地方債の補正で限度額の変更をさせてい

ただいております。

　議案第６１号、平成２５年度摂津市水

道事業会計補正予算（第１号）でござい

ますが、人件費で、給料３．８％を減額

のほか、採用と退職の差、会計間異動に

伴う金額を補正いたしております。

　次に、議案第６２号、平成２５年度摂

津市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）でございますが、既定の予算額に

２７８万円を減額し、補正後の予算額を

１１４億４，０２８万１，０００円とす

るものでございます。

　主な内容は、歳入では、国保財政基盤

安定化支援事業に、一般会計からの繰入

金のルール分を増額し、保険基盤安定繰

入金を減額いたしております。

　歳出では、過年度分国庫府費等返還金、

また、人件費で給料３．８％減額のほか、

採用と退職の差、会計間異動に伴う金額

を補正いたしております。

　議案第６３号、平成２５年度摂津市公

共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

でございますが、既定の予算額に２億４，

５３５万３，０００円を追加し、補正後

予算額を５９億６，２９２万６，０００

円とするものでございます。

　主な内容は、歳入では一般会計からの

繰入金を、歳出では人件費で給料３．８

％減額のほか、採用と退職の差、会計間

異動に伴う金額補正し、繰上償還に伴う

元金償還金の補正をいたしております。

　議案第６４号、平成２５年度摂津市介

護保険特別会計補正予算（第２号）でご

ざいますが、既定の予算額に６２万１，

０００円を減額し、補正後予算額を４６

億１２５万１，０００円とするものでご

ざいます。

　その内容は、歳入では、一般会計から

の繰入金を、歳出では、人件費で給料３．

８％減額のほか、採用と退職の差、会計

間異動に伴う金額を補正いたしておりま

す。

　議案第６５号、平成２５年度摂津市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

でございますが、既定の予算額に補正額

３５７万４，０００円を追加し、補正後

予算額を７億８，７８２万１，０００円

とするものでございます。

　その内容は、歳入では、一般会計繰入
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金を、歳出では、後期高齢者医療広域連

合納付金の補正をいたしております。

　次に、議案第６６号から、議案第８４

号までは、いずれも公の施設の指定管理

者の指定を行うものでありますが、議案

のご説明に先立ち、総括的に手続及び議

案の内容について、ご説明を申し上げま

す。

　本市におきましては、平成１８年４月

から、公共施設で指定管理者制度を導入

しております。

　今回、平成２５年度末をもって３５施

設の指定管理者の指定期間が満了し、ま

た、新たに直営の５施設について、指定

管理者制度を導入いたします。

　これらの施設につきまして、指定管理

者の指定及び新たな指定期間を設定いた

したく、議会の議決を求めるものでござ

います。

　以下、議案の概要について、ご説明申

し上げます。

　まず、１として、指定管理者に管理を

代行させる公の施設の名称を明記してお

ります。

　次に、２として、当該施設の管理を代

行させる指定管理者の住所及び名称を明

記しております。

　３として、当該指定管理者として、指

定する期間を明記しております。

　議案第６６号から、議案第７３号まで

は公募を実施し、指定管理者選定委員会

において選定を行い、審査結果から管理

の代行を行わせるにふさわしいものと判

断しているものでございます。

　議案第７４号から、議案第８４号まで

は、平成２５年３月付でお示ししており

ます指定管理者制度に関する指針（第二

次改訂版）に基づき、現在、指定管理者

として指定している団体を、引き続き指

定管理者として指定するものでございま

す。

　これらの施設につきましても、指定を

受けようとするものから、事業計画書等

の提出を受け、提出された書類を慎重に

審査し、管理の代行を行わさせるものに

ふさわしいものと判断しているものでご

ざいます。

　なお、指定期間につきましては、同指

針に基づき、原則５年とし、施設の特性、

性質など、特別な事情がある場合は、１

０年以下で個々の施設ごとに決定をして

おります。

　それでは、個別議案の概要を説明いた

します。

　議案第６６号、指定管理者指定の件

（摂津市青少年運動広場ほか６施設）、

指定管理者となる団体、摂津市南千里丘

５番３５号、公益法人摂津市シルバー人

材センター理事長林敏夫、指定期間は、

平成２６年４月１日から、平成３１年３

月３１日まででございます。

　議案第６７号、指定管理者指定の件

（摂津市立温水プール）で、指定管理者

となる団体、摂津市正雀本町一丁目３７

番４号、特定非営利活動法人摂津市水泳

連盟、理事長丸山政克、指定期間は平成

２６年４月１日から、平成３１年３月３

１日まででございます。

　議案第６８号、指定管理者指定の件

（摂津市立第１児童センター）で、指定

管理者となる団体、摂津市鳥飼上五丁目

２番８号、社会福祉法人摂津社会福祉事

業団、理事長上田暙二、指定期間は、平
成２６年４月１日から、平成３１年３月

３１日までございます。

　議案第６９号、指定管理者指定の件

（正雀市民ルーム）で、指定管理者とな

る団体、吹田市南金田二丁目１２番１号、

株式会社ビケンテクノ、代表取締役社長

梶山龍誠、指定期間は、平成２６年４月
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１日から、平成３１年３月３１日までで

ございます。

　議案第７０号、指定管理者指定の件、

（摂津市立小川自動車駐車場）で、指定

管理者となる団体、横浜市港北区菊名七

丁目３番２２号、アマノマネジメントサー

ビス株式会社、代表取締役宇山生顕、指

定期間は、平成２６年４月１日から、平

成３１年３月３１日まででございます。

　議案第７１号、指定管理者指定の件

（摂津市立摂津駅前自動車駐車場ほか６

施設）で、指定管理者となる団体、横浜

市港北区菊名七丁目３番２２号、アマノ

マネジメントサービス株式会社、代表取

締役宇山生顕、指定期間は、平成２６年

４月１日から、平成３１年３月３１日ま

ででございます。

　議案第７２号、指定管理者指定の件

（摂津市立千里丘駅東自転車駐車場ほか

２施設）で、指定管理者となる団体、横

浜市港北区菊名七丁目３番２２号、アマ

ノマネジメントサービス株式会社、代表

取締役宇山生顕、指定期間は、平成２６

年４月１日から、平成３１年３月３１日

まででございます。

　議案第７３号、指定管理者指定の件

（鳥飼八町団地ほか３団地）で、指定管

理者となる団体、大阪市中央区淡路町３

丁目１番５号、日本住宅管理株式会社、

代表取締役真見誠二、指定期間は、平成

２６年４月１日から、平成３１年３月３

１日まででございます。

　議案第７４号、指定管理者指定の件

（摂津市立障害児童センター）で、指定

管理者となる団体、摂津市鳥飼上五丁目

２番８号、社会福祉法人摂津市社会福祉

事業団、理事長上田暙二、指定期間は、
平成２６年４月１日から、平成３１年３

月３１日まででございます。

　議案第７５号、指定管理者指定の件、

（摂津市立ひびきはばたき園ほか２施設）

で、指定管理者となる団体、摂津市鳥飼

上五丁目２番８号、社会福祉法人摂津市

社会福祉事業団、理事長上田暙二、指定
期間は、平成２６年４月１日から、平成

３１年３月３１日まででございます。

　議案第７６号、指定管理者指定の件

（摂津市立みきの路）で、指定管理者と

なる団体、摂津市桜町二丁目１番７号、

社会福祉法人宥和会、理事長上田暙二、
指定期間は、平成２６年４月１日から、

平成３１年３月３１日まででございます。

　議案第７７号、指定管理者指定の件

（摂津市民文化ホール）で、指定管理者

となる団体、摂津市香露園３２番１９号、

一般財団法人摂津市施設管理公社、理事

長羽原修、指定期間は、平成２６年４月

１日から、平成３１年３月３１日までで

ございます。

　議案第７８号、指定管理者指定の件

（フォルテ３０１及びフォルテ３０３）

で、指定管理者となる団体、摂津市千里

丘東二丁目１０番１号、摂津都市開発株

式会社、代表取締役小山和重、指定期間

は、平成２６年４月１日から、平成３１

年３月３１日まででございます。

　議案第７９号、摂津市指定管理者の件

（摂津市立コミュニティプラザ）で、指

定管理者となる団体、摂津市香露園３２

番１９号、一般財団法人摂津市施設管理

公社、理事長羽原修、指定期間は、平成

２６年４月１日から、平成３１年３月３

１日まででございます。

　議案第８０号、指定管理者指定の件

（摂津市立フォルテ摂津自動車駐車場及

び摂津市立フォルテ摂津自転車駐車場）

で、指定管理者となる団体、摂津市千里

丘東二丁目１０番１号、摂津都市開発株

式会社、代表取締役小山和重、指定期間

は、平成２６年４月１日から、平成３１
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年３月３１日まででございます。

　議案第８１号、指定管理者指定の件

（摂津市立保健センター）で、指定管理

者となる団体、摂津市南千里丘５番３０

号、一般財団法人摂津市保健センター、

理事長河野公一、指定期間は、平成２６

年４月１日から、平成３１年３月３１日

まででございます。

　議案第８２号、指定管理者指定の件

（摂津市立休日小児急病診療所）で、指

定管理者となる団体、摂津市南千里丘５

番３０号、一般財団法人摂津市保健セン

ター、理事長河野公一、指定期間は、平

成２６年４月１日から、平成３１年３月

３１日まででございます。

　議案第８３号、指定管理者指定の件、

（摂津市斎場）で、指定管理者となる団

体、摂津市香露園３２番１９号、一般財

団法人摂津市施設管理公社、理事長羽原

修、指定期間は、平成２６年４月１日か

ら、平成３１年３月３１日まででござい

ます。

　議案第８４号、指定管理者指定の件

（摂津メモリアルホール）で、指定管理

者となる団体、摂津市香露園３２番１９

号、一般財団法人摂津市施設管理公社、

理事長羽原修、指定期間は、平成２６年

４月１日から、平成３１年３月３１日ま

ででございます。

　議案第８５号、吹田市・摂津市消防通

信指令事務協議会の設置に関する協議の

件ですが、普通地方公共団体の一部事務

を共同して管理執行する場合、議会の議

決が要件となっているため、本議案を提

案するものでございます。

　議案第８６号、摂津市税条例の一部を

改正する条例制定の件ですが、複数の改

正内容がございます。

　まず、平成２５年から、復興特別所得

税が課税されたことに伴い、所得税にお

いて寄附金控除の適用を受けた場合のふ

るさと寄附金に係る個人住民税の特例控

除の見直しに関する、引用条文の整備で

ございます。

　次に、公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかったものが、寡婦控除を受

けようとする場合の個人市民税の申告の

提出を不要とするものでございます。

　また、地方税法の延滞金の割合の条文

の見直しが行われたことによる条文の修

正がございます。

　内容といたしましては、現行制度で延

滞金の割合を年１４．６％となっている

ものを、特例基準割合に年７．３％を加

算した割合にするというものです。

　次に、東日本大震災に係る被災居住用

財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特

例で、相続したものにも特例を適用する

内容となっています。

　その他の市民税の課税特例整備固定資

産税の読み替え規程の整備を行っており

ます。

　平成２６年１月１日から施行いたしま

す。

　議案第８７号、摂津市立テニスコート

条例の一部を改正する条例制定の件です

が、テニスコートの開場時間を変更する

ため、本条例を制定するものです。

　現行、開場時間が、午前９時から午後

９時までで、ただし、６月１日から、８

月３１日までの間、午前８時から午後９

時までであったものを、年間を通じて、

午前８時から午後９時までとするもので

す。

　平成２６年４月１日から施行いたしま

す。

　議案第８８号、摂津市斎場条例の一部

を改正する条例制定の件ですが、斎場の

使用の許可に関する業務を指定管理者に

移管することに伴い、本条例を制定する
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もので、施設使用許可権者を市長から指

定管理者に変更するものです。

　平成２６年４月１日から施行いたしま

す。

　議案第８９号、摂津市立葬儀会館条例

の一部を改正する条例制定の件ですが、

葬儀会館の使用の許可に関する業務を指

定管理者に移管することに伴い、本条例

を制定するもので、施設使用許可権者を

市長から指定管理者に変更するものです。

　平成２６年４月１日から施行いたしま

す。

　議案第９０号、摂津市国民健康保険条

例等の一部を改正する条例制定の件です

が、改正する条例は、摂津市国民健康保

険条例、摂津市介護保険条例、摂津市後

期高齢者医療に関する条例の３条例を改

正するもので、地方税法の延滞金等の割

合の見直しが行われることによる条文の

修正でございます。

　主な内容といたしましては、現行制度

で延滞金の割合を年１４．６％となって

いるものを、特例基準割合に年７．３％

を加算した割合にするというものです。

　平成２６年４月１日から施行いたしま

す。

　議案第９１号、摂津市下水道条例及び、

摂津市水道条例の給水等に関する条例の

一部を改正する条例の件ですが、消費税

及び地方税法が改正されることに伴い、

一部改正を行うものです。

　現行、使用料や料金等について、算定

額に乗じる割合を、現行の１００分の１

０５を、１００分の１０８に改定するも

のです。

　平成２６年４月１日から施行いたしま

す。

　議案第９２号、摂津市消防賞じゅつ金

支給条例の一部を改正する条例制定の件

ですが、財団法人大阪府消防賞じゅつ金

共済会の名称が、一般財団法人大阪市町

村消防財団に変更になったことに伴い、

名称を変更するものです。

　なお、交付の日から施行いたします。

　以上、平成２５年第４回摂津市議会定

例会提出案件の概略説明とさせていただ

きます。

○南野直司委員長　説明が終わりました。

　この際、何か質問があればお受けいた

します。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　少し細かいことにな

るかもしれませんけれども、お聞かせい

ただきたいと思います。

　報告第１１号なのですけれども、会計

が補正をされて、それが専決処分をされ

て報告されるというケースは、今まで何

度かあったかなと覚えておりますけれど

も、ちょっと今回、内容が今までと違っ

た内容なのかなというふうに思います。

　総務部長からご説明をいただきまして、

平成１６年、１７年のいわゆる調整に関

する補正なのかなと思うのですけれども、

大分、時がたっておりますので、この間、

さまざまその間に手続等をされてこられ

たのかなと思いますけれども、この時期

に、その専決処分をなされたっていうこ

とについて、少し議会運営委員会として

は、しっかりと確認をした上で、本会議

で審査されるべきなのかなと思いますの

で、もう少し詳しくご説明をいただけれ

ばなと思いますので、よろしくお願いい

たします。

○南野直司委員長　総務部長。

○有山総務部長　今回、専決のお願いを

しておる分ですが、この分につきまして

は、市内企業が、中国に子会社を持って

おりまして、その中国の子会社に対して、

一定のロイヤリティーを支払うというよ

うな形であります。

－7－



　そこで、中国側の会社が得た税金につ

いて、中国側が、税金を払っておるとい

うことでございまして、一方、日本にお

いては、国税局のほうで、その部分につ

いて、ロイヤリティーが安いのではない

かということで、利益のつけかえではな

いかということになりまして、日本国側

にも、３５億円の追徴を平成２０年に行

われております。

　この分につきまして、申告漏れという

ことで、７８億円の申告漏れをいたしま

して、税額としては、先ほど言いました

３５億円ということでございます。

　この間、企業のほうは、さかのぼって、

平成１６年、１７年の事業会計でござい

ますが、そういう形での修正に応じまし

て、税金については、全額を納めておら

れます。

　それに基づきまして、私どものほうも、

会計年度にすると、平成２０年度の追加

で税収が入ってきております。

　実際にいうと、平成２０年７月に摂津

市のほうは税金をいただいております。

　この提訴のほうが、本年３月２８日、

国税庁と中国側との話がついたというこ

とで、大阪府知事に対して報告が上がっ

ております。

　内容としましては、相手国、中国側と

日本側の租税条約に基づく話として、平

成２５年３月１１日に、相互協議の合意

が行われた旨の通知でございました。

　それから、４月に入りまして、大阪府

の中央府税事務所から、摂津市に対して、

国税長官等からの通知に基づく通知書と

いうことで、国税長官の通知の文章を送

られてきております。

　ただ、この時点では、額の確定がなさ

れておりません。

　それと、あと、１０月２日に、大阪府

の中央府税事務所から、法人市民税に対

する額というか、法人税割課税標準の確

認がなされております。

　本市とのやりとりの中で、この額が確

定をいたしました。

　過誤納金としまして、全額もちろん国

税のほうが既に払われておりますので、

それによる摂津市の法人市民税の過誤納

部分というのは、４，９５７万３，２０

０円というふうになっております。

　これに、先ほど申しましたように、加

算金、それからを加えまして、最終的に

５，７８０万円の補正をしていただいた

という、こういう一連の流れでございま

す。

　私どものほうとしましては、この専決

を１１月１２日にさせていただいたのは、

加算率が４．６％、期間中平成２０年か

ら現在までの加算率、幅があるのですが、

４．３％から４．７％の間に収まってお

ります。

　この加算率で計算をしますので、もと

もとの額が５，０００万円と大きいので、

今回、専決をさせていただいたというこ

とで、前回の議会のときに、確かに過年

度の制度的に事前に納めていただいてい

る、前年度半分を納めていただくという

予定納税の形とは少し違いまして、これ

は、すでに納めてはいるのですけれども、

国税に不服の審査があって、２国間の二

重課税ではないかということも企業側と

しては当然ありましたので、その結果が、

中国側の国税と、日本側の国税庁の相互

のやりとりの中で額が決定をし、本市に

その分の還付といいますか、過年度分の

過誤納に対しての手続を本年取らせてい

ただいてもらったというようなことでご

ざいます。

　ちょっと、かなり詳細に申しましたの

ですが、日付等について、もっと細かく

ということでありましたら、また、委員

－8－



会ではできないので、本会議までの間に

整理はさせていただきますが、失礼しま

す。

○南野直司委員長　ほかないでしょうか。

　森西委員。

○森西正委員　報告第１２号の件なので

すけれども、少し私のほうが聞いておる

ところによりますと、この専決処分の督

促異議申立があるということで、この提

起専決処分をされておりますけれども、

その以後に、流れが変わったというふう

に聞いておりまして、費用を納められた

というようなことも伺っております。

　そうなりますと、この場で議案を上程

するかどうかというようなことを、この

場で決めるということでありますけれど

も、そうなりますと、きょう説明があっ

て上程をするということでありますけれ

ども、それ以後、どういうふうな流れで

担当のほうは進めようというふうに考え

ておられるのか、もう少し説明をいただ

けたらというふうに思いますのでよろし

くお願いいたします。

○南野直司委員長　総務部長。

○有山総務部長　本件に係る分でござい

ますが、この分につきましては、私ども

のほうが支払督促ということで、手続を

取らせていただきました。

　本人から、これは分納の願いというこ

とで、手続の申請が出ております。

　分納というのは、異議申立書の中に、

分割納付ということで書かれたものでご

ざいまして、これすなわち異議申し立て

をするということは、本訴に移るという、

支払督促の手続が簡易裁判所で、そうい

う手続がされるという制度でございます。

　今後のことということでございますが、

この分でいうと、平成２５年１１月２０

日に異議申し立てをされているので、そ

の時点で、裁判に移行するという形にな

りますが、現実は、翌日にお支払いをい

ただきまして、先ほどご説明させていた

だきました私どもの請求金額６万３，３

００円、それから、私どもが訴訟の手続

の費用として支払っております３，４８

０円、これらについて、全額のお支払い

を１１月２１日に行っていただいており

ます。

　それをもって、この事件につきまして

は、全て最終的には、片づいておるとい

うことでございます。

　基本的に、支払督促というのは、異議

を申し立てた時点で訴訟に移行するとい

う形でございますので、私どもの専決処

分でいただいております権限として、こ

れを裁判に訴えられたということで、ご

報告をするものでございまして、内容に

つきましては、今、ご説明を申しました

ように、すでに解決済みでございます。

○南野直司委員長　森西委員。

○森西正委員　そうしますと、また、こ

れは、議場でそのようなご説明をいただ

くということでよろしいでしょうか。

○南野直司委員長　総務部長。

○有山総務部長　はい。

○南野直司委員長　ほかにないでしょう

か。

　以上で、質問を終わります。

　理事者の皆さんは、退席いただいて結

構です。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時３８分　休憩）

（午前１０時３９分　再開）

○南野直司委員長　それでは、再開をい

たします。

　認定第１号、平成２４年度摂津市一般

会計歳入歳出決算認定の件、所管分につ

きまして、審査を行いたいと思います。

　補足説明を求めます。

　藤井局次長。
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○藤井事務局局次長　それでは、私のほ

うから説明をさせていただきます。

　平成２４年度摂津市一般会計歳入歳出

決算のうち、議会費にかかわります部分

につきまして、決算書に基づきまして説

明をさせていただきます。

　なお、決算概要の４０ページから４１

ページに議会事務局の予算執行状況を掲

載しております。

　まず、歳入につきましてですが、一般

会計歳入歳出決算書の６０ページの款１

９、諸収入、項４、雑入、目２、雑入は、

議会事務局分として、電話使用料と各会

派等の電子複写機使用料でございます。

　次に、歳出につきましては、６８ペー

ジから７１ページの議会費で、予算現額

３億４，２５５万７，０００円に対しま

して、支出済額は、３億３，７９２万９，

３３７円で、執行率は、９８．７％となっ

ております。

　そのうち、主なものといたしまして、

議員報酬、期末手当、共済関係の負担金、

それ以外に、議会運営に伴いましての会

議録や委員会記録、議会だよりの作成の

要する経費、議長会関係の旅費、また、

全国市議会議長会、近畿市議会議長会等

の負担金、及び、会派に交付されており

ます政務調査費、なお、名称が、平成２

５年度より政務活動費に変更されました

が、平成２４年度決算の説明では、当時

の名称を使用させていただきます。

　あとは、議長公務にかかわります経費

や、議会事務に関する経費を執行したも

のでございます。

　その中で、６８ページの款１、議会費、

項１、議会費、目１、議会費、節４、共

済費のうち、議員共済給付費負担金は、

総務省から示されました算定方法に基づ

き、本市の場合、平成２４年４月１日に

おける議員共済会が設定する標準報酬月

額５４万円に、議員数の２２の１２か月

分と、公的負担金率１００分の５７．６

を掛け合わせて算出しております。

　地方議会議員の年金制度は、昭和３６

年６月８日に互助年金制度で、任意加入

のものとして創設されました。

　その後、地方公務員等共済法により、

昭和３７年１２月１日に、全ての地方議

会議員を対象とした強制適用の公的年金

制度となりました。

　給付に要する財源は、昭和４７年３月

までは、地方議会議員の掛金のみで賄っ

ていましたが、昭和４７年４月からは、

給付に要する費用を地方公共団体が一部

負担する公費負担制度が導入されました。

　平成の大合併による議員数の急減に加

え、行政改革に伴う議員数や、議員報酬

の削減により、財政状況が急速に悪化し、

平成２３年６月１日をもって、地方議会

議員年金制度は廃止されました。

　制度廃止に伴う経過措置として、給付

に要する費用は、廃止法により、地方公

共団体が公費で負担することとされてい

ます。

　その下、議員共済事務費負担金は、市

議会議員共済会に支払う事務負担金で、

議員一人当たり、年額１万３，０００円

の議員数２２人分でございます。

　節８、報償費は、友好都市からの来摂

時や、友好都市への訪問時などの記念品

代として計上しておりましたが、平成２

４年度におきましては、来摂も訪問もご

ざいませんでした。

　節９、旅費は、主に全国市議会議長会

総会及び全国高速自動車道市議会協議会

定期総会における議長の費用弁償、並び

に、随行職員の旅費と、４常任委員会の

先進市行政視察における議員２２人分の

費用弁償、並びに、随行職員の旅費でご

ざいます。
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　４常任委員会の訪問先でございますが、

総務常任委員会が和歌山県新宮市と和歌

山県有田郡広川町、建設常任委員会が、

石川県加賀市と石川県小松市、文教常任

委員会が東京都東久留米市と、東京都多

摩市、民生常任委員会が埼玉県行田市と

東京都稲城市でございました。

　節１１、需用費における印刷製本費は、

年４回の議会だよりの発行に係る経費で

ございます。

　節１２、役務費、通信運搬費は、議会

事務局の所有します携帯電話通話料で、

手数料は、主に正副議長室のセンターク

ロス等のクリーニング代でございます。

　また、筆耕翻訳料は、本会議での速記、

そして、各委員会、協議会における音声

反訳料でございます。

　その下の節１３、委託料、データ更新

委託料は、市議会ホームページや、庁内

欄から閲覧できます定例会や各委員会の

会議録検索システムのデータ更新に係る

ものでございます。

　また、職員派遣委託料は、正副議長の

秘書業務の派遣職員２名に係るものでご

ざいます。

　節１４、使用料及び賃借料で、有料道

路通行料等は、議長の大阪市内での行事

参加中における議長車の駐車場使用料で

ございます。

　電子複写機レンタル料は、議会事務局

内コピー機でございます。

　パソコン借上料は、議会だより発行等

で使用しておりますＯＡ機器一式の借上

期間５年の３年目に当たるものでござい

ます。

　行政視察施設入館料は、総務常任委員

会行政視察時の稲むらの火の館の入館料

でございます。

　節１８、備品購入費は、議会事務局内

の冷蔵庫の更新と、行政視察用のデジタ

ルカメラの購入、そして、図書室の８冊

の書籍購入費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金のう

ち、政務調査費は、１会派にかかわる執

行分でございます。

　全国市議会議長会は、全国８１０市の

議長により組織され、地方自治の拡充に

関し、関係方面に反映させるための措置

を行い、とりわけ、地方６団体のひとつ

として、内閣に対して意見の申し入れ、

国会に対して意見書の提出を行う組織で

あります。

　その下、近畿市議会議長会は、全国市

議会議長会を９ブロックにわけた１ブロッ

クとしての位置づけで、２府４県、１１

１市の議長により組織され、全国市議会

議長会が行う措置の近畿部会として意見

の集約を図る組織であります。

　また、近畿地方独自の地方自治の拡充

に関し、関係方面に反映させるための措

置を行う組織であります。

　大阪府市議会議長会は、近畿市議会議

長会を構成する２府４県６団体の一つと

しての位置づけで、大阪府内３３市の議

長により組織され、近畿市議会議長会が

とりまとめる大阪ブロックの意見の集約

を図る組織であります。

　北摂市議会議長会は、大阪府市議会議

長会を４ブロックにわけた１ブロックと

しての位置づけで、７市の議長により組

織され、大阪府市議会議長会がとりまと

める北摂ブロックの意見の集約を図る組

織であります。

　また、先進市の管外視察や、各市議会

間の情報交換、制度運営に関する調査を

行う組織であります。

　その下は、全国高速自動車道市議会協

議会に関する負担金でございます。

　全国高速自動車道市議会協議会は、高

速自動車道の建設促進と料金制度や、防
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災安全対策など、高速道路の諸情勢や、

通過市共通の問題を総合的に調査研究し、

その解決を図るため、関係方面に要請等

の措置を行う組織で、全国３１０市が加

盟しております。

　以上、決算内容の説明とさせていただ

きます。

○南野直司委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　討論なしと認め、採

決します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○南野直司委員長　全員賛成、よって本

件は、認定すべきものと決定しました。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時４９分　休憩）

（午前１０時５３分　再開）

○南野直司委員長　議会運営委員会を再

開いたします。

　それでは、第４回定例会の審議日程及

び議事日程について事務局から説明をお

願いします。

　田村主査。

○田村事務局主査　それでは、第４回定

例会の審議日程等の事務局案について、

説明申し上げます。

　まず、会期は、１２月４日から１２月

２０日までの１７日間でございます。

　審議日程につきましては、本会議初日

の１２月４日は、閉会中の継続審査となっ

ていました案件の委員長報告、採決、そ

して、付託案件についての提案理由の説

明、質疑、委員会付託、並びに即決案件

の審議でございます。

　また、この日の午後５時１５分が、議

会議案の届け出締め切りでございます。

　１２月５日が、建設及び民生常任委員

会、６日が総務及び文教常任委員会でご

ざいます。

　また、６日の正午が一般質問の届け出

締め切りでございます。

　１７日が議会運営委員会、１９日は本

会議で一般質問、２０日の本会議では、

一般質問に続き、休会分の委員長報告、

採決の後、議会議案の審議となっていま

す。

　また、この日の本会議終了後、開催い

ただく議会運営委員会は、次の定例会の

審議日程の仮決定をお願いするものでご

ざいます。

　以上が、審議日程案でございます。

　続きまして、２ページからの議事日程

について、説明申し上げます。

　まず、１２月４日につきましては、日

程１が、会期の決定、日程２は、認定第

１号から、認定第８号までで、委員長報

告を受けた後、討論、採決でございます。

　この８件を、採決グループごとにまと

めるように順序を並びかえて、備考欄に

一括起立採決、あるいは、一括簡易採決

と記載いたします。

　先ほどの協議会での態度表明に基づき

整理しますと、認定第１号、認定第３号、

認定第７号、及び、認定第８号は、一括

起立採決、認定第２号、認定第４号、認

定第５号、及び、認定第６号は、一括簡

易採決となります。

　日程３は、議案第６０号など、３３件

で、提案理由の説明を受けた後、所管の

委員会に付託となります。

　日程４は、報告第１１号、平成２５年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）専

決処分報告の件で即決でございます。
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　日程５は、報告第１２号、訴えの提起

専決処分報告の件で、報告を受けていた

だきます。

　１２月１９日は、一般質問でございま

す。

　２０日につきましては、日程１、一般

質問の後、日程２が議案第６０号など、

委員会付託案件の３３件で、委員長報告、

採決となります。

　以上が議事日程でございます。

　次に、議案付託表でございますが、各

常任委員会及び議会運営委員会で審査を

お願いする案件でございます。

　次の議案第６０号所管別分割表は、平

成２５年度一般会計補正予算（第５号）

について付託された委員会で審査いただ

く内容でございます。

　以上、事務局案の説明といたします。

○南野直司委員長　ただいま、事務局か

ら説明がありましたとおりでよろしいで

しょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　それでは、そのよう

に決定をいたします。

　本委員会を閉会いたします。ご苦労さ

までした。

（午前１０時５８分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　議会運営委員長　　南 野 直 司

　議会運営委員　　山 崎 雅 数
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